
 

 

59 

 

６ 景観まちづくりの展開方針 

景観まちづくりは、市民・事業者・行政が一体となった取り組みが重要であり、本

市の景観形成の目標を理解・共有しつつ、互いに連携して取り組む必要があります。

そのなかでも、とりわけ地域の個性や特徴を最も理解している市民が果たすべき役割

は大きく、市民自らが主体となって考え、取り組む景観まちづくりは良好な景観形成

の実現に欠くことができません。 

６－１ 市民・事業者・行政の役割 

〈市民の役割〉 

• 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深め、景観に配慮します。 
• 市民は、良好な景観を形成する主体であることを認識し、景観の質を高めるよ

う自主的、積極的な役割を果たします。 
• 市民は、地域の良好な景観形成に向けて、積極的に関わり協力を行います。 

 

〈事業者の役割〉 

• 事業者は、良好な景観の形成に関する理解を深め、景観に配慮します。 
• 事業者は、地域の良好な景観形成に向けて、事業者単独での取り組みはもとよ

り、景観の質を高めるよう企業市民としての役割を果たします。 
• 事業者は、地域の良好な景観形成に向けて、積極的に関わり協力を行います。 

 

〈行政の役割〉 

• 行政は、良好な景観の形成を図るため基本的かつ総合的な施策を策定し、景観

施策を推進します。 
• 行政は、良好な景観形成に向けて、市民や事業者を支援・誘導し、市民主体の

景観まちづくりの実現に努めます。 
• 行政は、道路、公園その他の公共施設の整備にあたって、都市景観の形成に先

導的な役割を果たすよう努めます。 
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良好な 

景観形成

の実現 

市民

事業者 行政

市民・事業者・行政による 

協働の景観まちづくりのイメージ 

 ・景観を理解する 

 ・景観に配慮する 

 ・景観の質を高める 

 ・地域の景観に積極的に関わる 

 ・景観を理解する 

 ・景観に配慮する 

 ・景観の質を高める 

 ・地域の景観に積極的に関わる 

・景観施策を推進する 

・市民・事業者を支援・誘導する

・景観形成を先導する 
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６－２ 協働による景観まちづくり 

（１）景観に関する市民意識の醸成～景観人
けいかんびと

の育成 

良好な景観づくりは、そこで暮らす住民の積極的な参加によって実現されることが

必要です。そのために、景観に対する市民意識の醸成を図り、自らが地域に関心を持

ち、愛着を深め、高槻に誇りをもって景観形成に取り組む「景観人
けい か ん ひ と

」を育成していき

ます。 
 

①地域の景観資源の発掘 
景観づくりの第一歩は、景観に対する市民意識の醸成であり、景観に対する市民の

関心を高めるためには、市内にある様々な景観資源を市民の目線で発掘・収集し、そ

れを市内外に発信していく必要があります。 
高槻市では、景観計画の策定に向けて実施した景観ワークショップや「高槻のええ

とこブログ」、景観写真展等を通して、市民の景観意識の向上に向けた取り組みも進め

られています。そのため、今後も継続的に景観ワークショップやまち歩き等様々な取

り組みを通じて、地域への関心を促し、愛着を育む機会の充実を図ります。 
また、地域で市民に親しまれている景観資源は、高槻市景観形成資源として、地域

内外への情報発信に努め、景観資源の共有を図ります。 
 

②普及啓発 
自分達が暮らすまちへの愛着は、山、川等で遊ぶ自然体験やまちの歴史・文化に触

れる地域学習、地域体験等を通して形成されます。 
このような体験は、知らず知らずにまちへの愛着を育み、その思いがまちづくりや

景観づくりへの取り組みへとつながっていきます。 
そのため、市民向けの景観フォーラムや小・中学校の総合学習と連携した景観教育、

出前講座等を通して、良好な景観づくりの実践に向けた市民意識を醸成し、市民のま

ちづくり意識や愛着、景観意識の向上に向けた取り組みを推進します。 
 

③情報発信 
地域で景観づくりを実践している市民や各種団体のほか、今後、景観づくりの実践

活動に取り組みたいと考えている人達に向けて、広報紙やホームページ、「高槻のええ

とこブログ」等と連携を図り、情報発信を行っていきます。 
また、既に活動されている個人や団体とのネットワークづくりを支援するために、

情報交換の場の提供を行っていきます。 
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（２）景観に関する地域活動の支援 
①景観まちづくり活動の推進と支援 
市内各地域では、地域の特徴やニーズに合った景観まちづくりが求められます。一

例としては、特徴ある地域資源を活用しながら地域を活性化したり、良好な住環境を

景観面から支えたりするといった取り組みが考えられます。 
そのため、良好な景観形成に寄与する行為や建造物の保存、活動等に対する助成・

表彰制度の導入、景観面からのまちづくりの事例の紹介、花苗配布等、様々な取り組

みを通じて、市民一人一人が景観まちづくりの担い手となり、その結果として良好な

景観の実現のみならず、地域コミュニティの再生・活性化に繋がるような活動の展開

を目指します。 
 

②地域のルールづくりへの支援 
地域の景観まちづくりに関して住民が意見交換を重ね、目指すべき方向性やそれに

向けた取り組みが具現化しつつある地域は、景観重点候補地区への位置づけを検討す

るとともに、景観の議論の場の創出や景観協定の締結等、地域主体の活動の活性化を

図ります。 
さらに、これら地域での取り組みを促進するため、街づくりアドバイザー派遣制度

による専門家の派遣、取り組みを支える新たな仕組みの整備等、技術的な支援を検討

します。 
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景観に対する意識の醸成による市民主体の活動展開イメージ 
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６－３ 行政の景観形成への取り組み 

地域の景観形成に対して、大きな影響を与えるものとして、公共施設や大規模な建

造物等が挙げられます。そのため、これら施設については、景観に配慮した整備や規

制・誘導を積極的に進めていくことが重要です。 
そのため、地域に応じて自主的なルールづくりを促し、良好なまちなみの形成が行

われるような支援を行うことへの取り組みも必要です。 
 

（１）大規模建築物等の規制・誘導 
「景観法」では、良好な景観は美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生

活環境の創造に不可欠であり、こうした良好な景観を国民共通の資産と規定していま

す。それゆえに、地域の景観形成に大きく影響を及ぼす大規模建築物等は、地域にふ

さわしい形態・意匠であることが求められます。 
高槻市内の大規模建築物は、一定の景観形成が図られてきました。今後は、今日的

な情勢を踏まえつつ、改めて景観法に基づく行為規制として、大規模建築物等に対す

る景観誘導を位置づけることで、効果的な規制・誘導を実施していきます。 
 

（２）景観に配慮した公共施設の整備 
多くの市民が日常生活で目にする道路や河川等の公共施設が景観形成に果たす役割

は少なくありません。市民の意識（平成 19年の市民アンケートより）でも、良好な景観

づくりを目指した公共施設の整備は重要であると考えられています。そのため、特に

大規模な公共施設を整備するにあたっては、景観配慮の指針づくりや第三者を含んだ

場の活用等、デザイン面等で景観に配慮する取り組みを検討していきます。 
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（３）庁内連携による景観まちづくりの推進 
良好な景観の実現は、景観担当部局だけで取り組むものではありません。市の組織

全体が、それぞれの担当業務のなかで良好な景観の実現を図っていくための施策展開

が必要です。 
そのため、景観基本計画と景観計画に基づき、横断的かつ柔軟に景観行政に取り組

むことができるよう、景観に関する庁内連絡会議の設置を検討し、部局間の景観施策

の連携・推進により良好な景観形成の実現を図ります。 
 
 

庁内連携のイメージ 
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６－４ 景観法の活用 

行政による先導的に取り組む大規模建築物等に関する規制・誘導については、景観

法に基づく景観計画を策定することにより、法的担保を有する実効性のある取り組み

として位置づけます。また、景観法ではその他に様々なツールが用意されており、地

域の特徴や住民の意向を踏まえつつ、景観まちづくりの推進に向け、その活用につい

て検討していきます。 
 

（１）景観計画で定める事項 
高槻市では、景観基本計画で掲げた方針・施策の実効性を担保するため、景観法に

基づく景観計画を策定します。 
以下に、高槻市が策定する景観計画で定める事項の概要を示します。 
 

高槻市景観計画に定める事項 

必須事項 選択事項 

○景観計画の区域 
○良好な景観の形成に関する方針 
○行為の制限に関する事項 
○景観重要建造物・樹木の指定の方針 

○屋外広告物に関する行為の制限に関す

る事項 
 

 

①景観計画区域 
高槻市では、市全域で景観法を活用した良好な景観形成に向けた施策を展開してい

くため、市全域を「景観計画区域」に指定し、景観計画の対象とします。 
また、景観計画区域内で特に現在の良好な景観を保全するべき地区、あるいは今後

地域の特徴を活かした景観形成を重点的に図るべき地区を「景観重点地区（以下、「重

点地区」）」として指定し、より積極的な施策を実施していきます。 
なお、将来的に重点地区としての位置づけが望ましいと考えられる地区を「景観重

点候補地区」とし、地域住民に対する景観への意識を高めるための取り組みを積極的

に行うものとします。 
 

②行為規制 
高槻市における景観計画区域における行為制限としては、景観に与える影響が大き

い大規模建築物や大規模工作物等を対象として、届出による良好な景観の規制・誘導

を行います。具体的な届出対象行為としては「高槻市都市景観形成要綱」の考え方を

基本としながら、景観法に基づく条例で制定することにより必要要件を定めることと

します。 
また、重点地区においては、地区ごとの特徴を踏まえた景観形成の方針を検討し、

戸建住宅等も含めて対象となる行為を定め、景観誘導を行うこととします。 
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③景観重要建造物 
地域の良好な景観を形成する重要な役割を果たしている建造物は、景観重要建造物

に指定します。 
景観重要建造物は、国の措置による相続税の適正評価、市独自の配慮として固定資

産税の軽減、改修時の助成制度を検討する等、その維持・保全や有効活用を検討しま

す。また、維持管理では、景観整備機構の活用も検討します。 
 

④景観重要樹木 
地域の良好な景観を形成する外観の優れた樹木は、景観重要樹木に指定し、保全を

図ります。また、維持管理では、景観重要建造物と同様に景観整備機構の活用を検討

します。 

 
（２）景観法に基づく制度 
前述した景観計画に定める内容のほかにも、景観法には景観まちづくりを支援する

様々なツールが用意されています。 
 

①景観重要公共施設 
良好な景観を形成する観点から、景観計画に、それぞれの施設に係る許可の基準（道

路の占用許可、河川の占用・土石の採取・工作物等の新設及び許可等）を定めること

ができます。 
 

②景観農業振興地域整備計画 
景観農業振興地域整備計画の区域、景観と調和のとれた土地の産業上の利用に関す

る事項、農業生産の基盤の整備や開発に関する事項、農用地の保全に関する事項等を

定めることができます。 
 

③景観地区 
良好な景観形成を図る地区を都市計画に位置づけ、建築物や工作物のデザイン・色

彩、高さ、敷地面積等について総合的に規制・誘導を行います。 
 

④景観協定 
景観計画区域の一団の土地は、良好な景観の形成を図るため、土地所有者等の全員

の合意により、対象となる土地の区域における良好な景観の形成に関する事項を協定

できる制度であり、景観に対する意識が醸成した地域で活用されることが期待されま

す。 
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⑤景観整備機構 
市民や事業者等による景観形成の取り組みを促進・支援していくため、関連する既

存の職能団体や業界団体をはじめ、NPO等に対して指定を行うことができます。 
高槻市では、景観重要建造物・樹木の管理主体や古民家の利活用を図るための運営

主体として、景観整備機構が役割を担っていくことが期待されます。 
 

⑥景観協議会 
景観計画区域内の良好な景観形成を図るために必要な協議を行う組織で、景観行政

団体、景観重要公共施設の管理者、景観整備機構等により構成され、必要に応じて、

関係行政機関及び観光、商工、農業等の団体、公益事業を営む者、住民その他良好な

景観の形成促進のための活動を行う者を加えることができます。 
 

⑦住民等による提案制度 
景観計画の策定等に関して、景観行政団体に対して住民が行うことのできる提案制

度です。（景観法第 11条） 
土地所有者又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とした NPO等は、一

体として良好な景観を形成すべき土地の区域について、景観計画の策定又は変更の提

案をすることができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観法のスキーム 

■景観計画区域（都市計画区域外でも指定は可能） 

・ 建築物の建築等に対する届出、勧告を基本とする緩やかな規

制誘導 
・ 建築物、工作物のデザイン、色彩については、条例により定

める事で変更命令が可能 
 

■景観協議会 

・ 行政、住民等が協

働で景観に関する

ルールづくりに取

り組む場 

■景観整備機構 

・ NPO法人やまちセ
ン等を景観行政団

体の長が指定し、

住民の活動等を支

援する組織 

■景観協定 

・ 住民合意によるきめ景

観に関する細やかなル

ールづくり 

■景観重要建造物・樹木

・ 景観上重要な建築物等

や樹木を指定し、積極

的に保全 

■景観地区 

・ より積極的に景観形

成を図る地区につい

て指定 
・ 建築物等の形態や意

匠等についての規制 
・ 廃棄物の堆積や土地

の形質変更等につい

ての行為規制も可能 

ソ
フ
ト
面
の
支
援

規制緩和措置の活用 住民・NPO 法人による

提案制度 
屋外広告物との連携 
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河川沿いの地区 
• 広がりのある眺望を有する河川景観の保全 
• 親水性に配慮した市民が親しみやすい河川空間の形成 

古墳・遺跡のある地区 
• 古墳や遺跡の価値を高めるような周辺環境の整備 
• 古墳や遺跡のもつ緑の空間の保全 

幹線道路沿道の地区 
• 道路空間の緑の創出による連続性の確保 
• 沿道からの山並みの眺望空間の確保 

歴史的な趣のある地区 
• 歴史的建造物を適正に維持・保全 
• 歴史的建造物と周辺のまちなみの一体感の形成 

住宅地区 
• 敷地内やまちかどの緑を充実 
• 街区における統一感のある居住空間の形成 

駅周辺の地区 
• 駅前広場やメインストリートの都市空間としての質の向上
• 快適性や賑わいを感じることのできる歩行者空間の形成 

景観形成の方針 

農地・里山のある地区 
• 農地・里山と調和した建築物や屋外広告物への誘導 
• 田園景観と調和した古民家等の保全 
• まとまりのある農地の保全・活用 

景
観
形
成
の
目
標 

①
地
域
へ
の
誇
り
と
愛
着
の
育
成 

②
身
近
に
か
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
る
自
然
環
境
の
保
全 

③
歴
史
・
文
化
と
人
の
営
み
の
次
世
代
へ
の
継
承 

④
質
の
高
い
生
活
空
間
と
多
様
な
交
流
の
あ
る
ま
ち
の
創
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取り組むべき施策 

Ａ 

自
然
的
景
観 

Ｂ 

歴
史
的
景
観 

Ｃ 

市
街
地
の
景
観 

河川沿いの地区 
①景観や親水性に配慮した河川空間の整備 

 

古墳・遺跡のある地区 
①地域での意識の高まりに応じた、周辺環境の一体的な保全

と整備 

幹線道路沿道の地区 
①景観に配慮した道路空間の整備 
②市街化調整区域における沿道空間の修景の誘導 
③主要幹線道路沿道や鉄道沿線における違法な屋外広告物の

取り締まり強化 

歴史的な趣のある地区 
①景観重要建造物の指定、保全方策の検討 
②地域が主体となった歴史的なまちなみ保全の支援 

住宅地区 
①緑化施策の推進 
②地域主体のルールづくりの支援 
③空き家・空き地の発生抑制や管理の仕組みの検討 
④新たな開発地域における景観への配慮の指導 

駅周辺の地区 
①官民が協力し、秩序ある公共空間利用の誘導 
②風格ある都市空間の維持・整備と地域資源の連携 

森林のある地区 

①林業の担い手づくりと森林活動への支援 

②山間部等での公共施設整備時の景観への配慮への仕組みづ

くり 

農地・里山のある地区 
①農業の担い手づくりと農地・里山保全活動への支援 

②まとまった農地の維持 
③古民家の維持・保全・活用のための仕組みづくり 
④景観農業振興地域整備計画の策定の検討 

景観まちづくりは市民・事業者・行政が一

体となった取組みが重要であり、目標を理

解・共有化しつつ、それぞれが果たすべき

役割を理解し、良好な景観形成に取り組む

協働による 

景観まちづくり 

行政の景観形成への取り組み 

景観法の活用 

（景観計画の策定） 

景
観
重
点
地
区 

「自然的景観」、「歴史的景観」、「市街地の景観」といった一律の分類される景観類型以外にも 

○自然的資源に恵まれた良好な景観が形成されている地区       ○新たな景観が創出されていく地区 

○伝統的な建築物等により歴史的な趣ある景観が形成されている地区  ○市民に愛され親しまれている地区 

○その他、良好な景観を形成する必要がある地区 

等の地区は、景観重点候補地区と位置づけ、景観重点地区の指定に向けた働きかけを行い、地域の魅力やシンボル性を活かした景観

形成を図っていきます。 

○景観に関する市民意識の醸成 

～景観人
けいかんびと

の育成 

（景観資源の発掘、普及啓発、情報発信） 

○景観に関する地域活動の支援 

（地域のルールづくりへの支援など） 

○大規模建築物等の規制・誘導  

○景観に配慮した公共施設の整備 

○庁内連携による景観まちづくりの推進 

○行為規制  

○景観重要建造物、景観重要樹木の指定 

景観まちづくりの展開方針 

森林のある地区 

• 市街地の背景となる山並みの景観保全 
• 森林の健全な保全・育成 

景観形成の目標・方針と景観まちづくりの展開方針 




